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第二次世界大戦後、国際社会は二度にわたる戦争の惨害から将来を救うために、国際連合

憲章*のもとに集結し、昭和 20（1945）年、国際連合（以下「国連」という。）を結成しまし

た。 

現代の「人権」の理念は、その 3年後の昭和 23（1948）年に国連総会で採択された「世界

人権宣言*」や、宣言の内容を実効化するための条約として昭和 41（1966）年に採択された「国

際人権規約*」などをはじめとする国際文書や条約によって定められており、すべての国と

人々の平和と安全の確保を実現する行動の基本となるよう期待されています。 

また、平成 27（2015）年 9月の国連で開かれたサミットで採択された「持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ*）」は、先進国と発展途上国がともに取り組むべき国際社会共通の普遍的な目標

であり、その前文には「誰一人取り残さない」「すべての人々の人権を実現する」と宣言され、

人権尊重の理念が基礎になることを示しています。 

 日本国内においては、「基本的人権の尊重」を定めた日本国憲法の下、様々な人権侵害の解

消に向けた取組が進められてきました。平成 9（1997）年には「人権の擁護に関する施策を推

進するための法律」が施行され、人権教育・啓発の推進が国の責務になりました。この法律

を踏まえて平成 12（2000）年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律*」が施行され、

さらに平成 14（2002）年には「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、関係各省庁で

実施体制を整備し推進を図っています。 

 さらに平成 28（2016）年には、「部落差別の解消の推進に関する法律*」、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律*」、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組の推進に関する法律*」のいわゆる人権三法が制定・施行されるなど個別の人権課題の

解決に向けた法整備も進んでいます。 

 埼玉県では、平成 13（2001）年に「埼玉県人権政策推進会議*」を設置し、埼玉県人権施策

推進懇話会による「埼玉県の人権施策推進の在り方について」の提言を受け、翌年の平成 14

（2002）年には、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会」の実現を目

指し、「埼玉県人権施策推進指針*」を策定し、目標実現のために様々な人権施策を推進してき

ました。この指針は概ね 10年の目標年次とされており、令和 4（2022）年に改定されていま

す。 

 また、令和 4（2022）年には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例*」及び「埼玉県

性の多様性を尊重した社会づくり条例*」が施行され、「すべての県民がお互いの人権を尊重し

ながら共に生きる社会の実現」を目指した取り組みが進められています。 

 鴻巣市では、平成 14（2002）年 3月末で同和対策事業特別措置法が失効し、その後の同和

対策を進めるにあたり、平成 15（2003）年 2月に「今後の同和行政の基本的あり方」を策定

し、問題の解決に向けた事業を実施してきました。その後 10年が経過した平成 25（2013）年

3月には改定を行いました。今回の改定にあたり、これまでの基本方針で取り上げてきた同和

問題をはじめ、「鴻巣市人権尊重都市宣言*」で宣言しているあらゆる差別の解消に向け、広く

人権課題全般にわたる内容へと拡張し、「埼玉県人権施策推進指針*」及び「鴻巣市総合振興計

画」との整合性を図りながら策定しました。 
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１ 基本理念 

 

 

 

人権施策の基本理念は、鴻巣市人権尊重都市宣言*に 掲げているように「あらゆる差別

をなくし、平和で明るい心安らかな鴻巣市を築く」ことです。 

このような人権が尊重される社会とは、次のようなことが実現されている社会をいい

ます。 

（１）一人ひとりが個人として尊重される社会 

一人ひとりが尊厳をもったかけがえのない存在として尊重される社会の実現を目指し

ます。 

（２）機会の平等が保障され、一人ひとりの個性や能力が発揮できる社会 

すべての人が平等であり、性別、年齢、障がいの有無、社会的身分、門地、国籍、民族

等によって差別されず、それぞれ一人ひとりの個性や能力を十分に発揮する機会が保障

されている社会の実現を目指します。 

（３）一人ひとりの多様性を認め合い、共に生きる社会 

すべての人がそれぞれの文化や価値観を尊重し、それぞれの人格や個性を認め合い、

安心して共に暮らすことができる社会の実現を目指します。  

あらゆる差別をなくし、平和で明るい心安らかな鴻巣市の構築 
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２ 指針の位置づけ 

   この指針における人権教育・啓発の施策は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法

律*」に規定する、地域の実情を踏まえた人権教育及び人権啓発に関する施策の一環とし

て位置付けます。 

   この指針は、「埼玉県人権施策推進指針*」を踏まえるとともに、「鴻巣市総合振興計画」

の将来都市像である「花かおり 緑あふれ 人輝くまち こうのす」の実現を目指し、

「市民がお互いの人権を尊重しあい、共に生きる社会づくり」を推進するため、本市の

人権施策を推進するうえでの基本的な方向性を示すものです。 

３ 目標年次等 

   人権施策を推進するためには、長期的視点に立ち持続的に取り組んでいく必要がある

ことから、令和 6（2024）年度から概ね 10年間を見通したものとします。 

   なお、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

推進指標 令和５年度 令和１５年度 

人権が尊重されている社会であると思う 

市民の割合（※） 
６３．１％ ６８％ 

   ※まちづくり市民アンケ―ト 
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１ 人権教育・人権啓発 

（１）人権教育 

   人権教育とは、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律*」の第 2条において、人権

尊重の精神涵養を目的とする教育活動と定義されています。 

また、同法第 3条では、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解

を深め、これを体得することができるよう」にすることとしています。 

人権教育は、生涯学習の視点に立って、幼児期からの発達段階を踏まえ、本市の実情に

応じて、学校教育と社会教育の相互連携を図りながら実施する必要があります。 

 

① 学校における人権教育（学校教育） 

   学校では、授業研究、実践交流を充実し、人権問題を正しく理解し、人権の尊重が日

常生活において実践できるよう、発達段階に応じ組織的・計画的に取り組むことが必要

です。子どもたちが自ら考え、学びの主体者として育ち、学校生活や日常生活での仲間

づくりを通して、豊かな感性と生命・人権を尊重する心を育むとともに、互いに「違い」

を認め合い、自他を尊重する態度の育成に努めます。 

   教育活動全体を通した人権教育の視点に立ち、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、

総合的な学習の時間等で、目標や内容を明確にするとともに、相互の関連を図りながら、

児童生徒の人権に関する知的理解に加え、人権に対する感性や人権感覚を育てます。 

 

② 家庭、地域社会における人権教育（社会教育） 

   家庭や地域社会では、人権尊重の理念について理解を深めることはもちろん、市民の

共助意識の醸成や地域における人と人とのつながりの強化を図ることが重要です。 

社会教育でこれまで中心に位置づけられてきた人権教育は、講座の形式と市民グルー

プへの学習指導という形式で取り組まれてきました。市民全体を対象にした事業として

3 か所の集会所等で開かれる人権講座は、広く意識の高揚を期待してさまざまな人権課

題を取り上げてきました。 

社会において、お互いの人権を尊重し合う共生社会を実現するため、市民の人権意識

を高める学習機会を提供し、参加・交流を促進する事業を実施するなど、生涯を通じて学

習できる人権教育の充実を図ります。 
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（２）人権啓発 

人権啓発とは、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律*」の第 2条に、国民の間に

人権尊重理念を普及させ、及び理解を深めることを目的する広報その他啓発活動（人権

教育除く）と定義されています。 

市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、人権尊重の理念につ

いての理解を深められるよう市広報紙やホームページ、人権啓発リーフレット、ポスタ

ー、ＳＮＳ*など様々な媒体を活用して啓発を行います。 

また、全市民を対象とした講演会や出前講座についても継続的に開催し、学習の機会

を提供します。 

啓発活動にあたっては、単に知識を提供するだけでなく、市民が人権課題を自分のこ

ととして捉え、地域社会の中で人権尊重の意識をもって実際の行動に移せるよう、啓発

の対象者が参加や体験ができるような手法や資料の作成に努めてまいります。 

実際に啓発活動を推進する際には、「さいたま人権啓発活動地域ネットワーク協議会*」

などの関係機関との連携はもとより、地域の自治会組織、ＮＰＯ*等人権団体・グループ、

企業などと密接な連携を図り、相互の連帯・協働体制を構築して、幅広い取組を進めてい

きます。 

さらに、各種団体や企業に対しては啓発の対象とするだけではなく、団体や企業自ら

が啓発活動の発信主体となるよう研修資料や啓発ＤＶＤ等の貸出を行うなど積極的に支

援していきます。 

 

（３）職員に対する人権研修 

行政の業務は人権と密接に関連しており、業務の執行にあたっては、市民の意見や要

望に耳を傾け、人権を尊重する姿勢が求められます。公務員として求められる人権感覚

を身に付けるため、職員に対する人権研修を積極的に取り組みます。 

現在、職員に対する人権研修は、新規採用職員研修をはじめ、各部署で選出された人権

啓発推進員を対象とした人権啓発推進員研修会、全職員を対象とした鴻巣市人権・同和

問題研修会を実施しています。 

研修にあたっては、職員が自らの問題として捉え、行動できるよう様々な人権問題を

取り上げるなど研修手法等を工夫し、職員の資質の向上を図ります。 
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２ 相談・支援の推進 

   市では、人権擁護委員*による人権相談をはじめ、市政に関する問題や市民生活に関す

る問題について、様々な相談窓口を設置するとともに、国や県の専門相談窓口を案内し

ています。 

   しかしながら、女性に対する暴力や子ども、高齢者、障がいのある人への虐待、学校

でのいじめ、同和問題やＬＧＢＴＱ*に関する相談など、相談件数の増加とともに相談

内容が複雑化・複合化しています。 

   このことを踏まえ、市では、属性を問わない相談支援を、既存の相談支援等の取組を

維持しつつ、市全体として一体的に実施し、必要な支援機関と連携することで、複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築に努めます。 

   また、市民が日常生活の中で起きる人権問題に関して、気軽に相談できるよう相談窓

口について市広報紙やホームページ、案内チラシ、ＳＮＳ*などを活用し、広く市民の方

に周知していきます。 

３ 市民・民間団体・企業等との協働 

   これまで人権に関わる事業は、行政と民間の人権団体が実施していますが、それぞれ

の実施主体が個々に独立して活動している状況です。 

人権課題が多様化し人権侵害事例も増大していくことが予想される昨今の状況におい

て、それぞれの課題解決に取り組んできた知識や経験を有している人権団体との連携や

協働が不可欠であり、時代の変化に対応したパートナーシップの確立が求められていま

す。 

また、企業や学校なども人権擁護に取り組む主体の一つであり、前述のような様々な

機関が一体となり、広く社会全体で人権を守る共生社会の実現を目指します。
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１ 女性 

配偶者などからの暴力（ＤＶ*）をはじめ、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュ

アル・ハラスメント*、マタニティ・ハラスメント*、売買春などの女性に対する暴力は、犯

罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。暴力は、社会的な問題として捉えて対応する

ことが必要であり、暴力の根絶を図ることは、克服すべき重要な課題となっています。 

暴力の背景には、固定的な性別役割分担意識や経済力の格差など、社会における男女が

置かれた状況の違いや根深い偏見などがあります。雇用分野における男女の均等な機会と

待遇の確保、女性だけでなく男性も関わることができるような家事・育児・介護の環境整

備、子育てに関わる支援など、男女間の格差是正や固定的な性別役割分担の意識改革を行

う必要があります。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律*（ＤＶ防止

法）」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律*（女性活躍推進法）」による

一体的な市町村計画として、令和 2（2020）年 3月に「第 4次鴻巣市男女共同参画基本計画

（こうのす男女共同参画プラン）」を策定し、誰もが安全・安心にいきいきと暮らせる、多

様な人権を尊重した社会の実現を目指しています。 

女性の様々な相談に対応するために、「女性相談」などの相談体制の充実はもちろん、福

祉、保健、教育、警察などの関係機関と連携した多方面からの支援を進めます。さらに暴力

の発生を防ぐ啓発とともに、被害者の支援のため、一時保護や自立支援の充実を図ります。 

また、デートＤＶ*など、若い世代に対する教育や啓発も重要な取組として推進します。  
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２ 子ども 

平成元（1989）年に国連で採択された「児童の権利に関する条約*」では、子どもを権

利行使の主体として位置付け、子どもの尊厳や生存、保護、発達などの権利を保障してい

ます。 

少子化や核家族化の進行、家庭の養育機能の低下、価値観の多様化、情報化の進展、子 

どもの貧困、ヤングケアラー*など、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化し、子 

どもをめぐる問題も複雑化、多様化しています。こうした中で、児童虐待*、いじめ、有

害情報の氾濫や性の商品化など、子どもの権利に関する重大な問題が発生しています。 

特に、児童虐待*、いじめ、児童買春、児童ポルノなどの深刻な権利侵害に対しては、

福祉、保健、教育、警察などの関係機関が家庭や地域と連携し、子どもの人権が尊重さ

れ、保護されるような環境をつくることが必要です。子どもの権利擁護を図るため、あら

ゆる機会を通じた啓発活動・教育を推進します。 

幼児期は人格形成の重要な時期であり、幼児期から子どもの発達段階に応じ、自分と

他者の生命や人権を大切にする思いやりの心を育てる取組を推進します。保育所、幼稚

園、認定こども園*、学校が一層の連携を図り、人権尊重の精神の芽を育てます。 

深刻な社会問題となっている児童虐待*には、身体に暴行を加える「身体的虐待」、子ど

もの健康や安全の配慮を行わない「ネグレクト」、言葉による脅かしや無視、配偶者や家

族などへのＤＶを目撃するなどの「心理的虐待」、子どもへの性的行為、性的行為を見せ

る、ポルノグラフィの被写体にするなどの「性的虐待」があります。 

児童虐待*防止のために、要保護児童対策地域協議会*の充実・強化を図り、保育所、幼

稚園、認定こども園*、学校、保健センター、児童相談所、警察、医療機関などの関係機

関や人権擁護委員、民生委員・児童委員との連携強化を図ります。早期発見・早期対応が

重要であるため、保育所、幼稚園、認定こども園*等の保育士や学校の教職員の研修を充

実し、家庭や地域の関係機関と連携した児童虐待*防止の取組を推進します。 

市では、 令和 3（2021）年 4 月に、 こども家庭総合支援拠点「ここの巣」を開設し、

子ども家庭支援員が様々な相談に対応し、子どもの健やかな成長をサポートしています。 
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３ 高齢者 

市における高齢化率（総人口に占める 65歳以上人口割合）は、年々増加を続け令和 5年

11月 1日現在の高齢者人口は 36,193人、高齢化率は 30.74％と、市の人口の概ね 3割が 65

歳以上の高齢者となっています。社会構造の変化により、高齢者のみの世帯やひとり暮ら

し高齢者が増加し、平均寿命が伸長するなか、認知症高齢者の増加、高齢者への身体的・心

理的虐待や介護放棄、財産面での権利侵害など様々な問題が懸念されています。さらに高

齢者に対する悪質な訪問販売や財産奪取などの詐欺や権利侵害が増加しています。 

また、社会的に、高齢者を一律に弱者と見るような誤った認識が高齢者に対する偏見や

差別を生むことや、年齢制限により高齢者の働く場が十分に確保されていないことなどが

指摘されています。 

市では、「住み慣れた地域のなかで、いきいきと安心して暮らせるまち」「いつまでも元

気で、活動的で、生きがいに満ちて暮らせるまち」の 2 つを基本理念とする「第 8 期鴻巣

市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、基本理念を実現するため、5つの基本目

標を定め、高齢者福祉に係る施策を推進しています。 

地域共生社会の実現に向けて中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの推進とあわせ

て社会福祉基盤の整備や地域づくりに一体的に取り組むとともに、高齢者の人権を尊重す

る意識の啓発を推進します。 

 

市内の高齢者人口                        （単位：人） 

（各年１１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

  

 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

高齢者人口 29,700 30,876 31,989 32,951 33,795 

総人口 119,370 119,268 119,013 118,950 118,878 

高齢化率 24.88％ 25.89％ 26.88％ 27.70％ 28.43％ 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

高齢者人口 34,482 35,112 35,635 35,950 36,193 

総人口 118,498 117,977 117,687 117,890 117,731 

高齢化率 29.10％ 29.76％ 30.28％ 30.49％ 30.74％ 
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４ 障がいのある人 

   平成 23（2011）年の障害者基本法*の改正により、地域社会での共生が基本理念となり

ました。 

また、平成 28（2016）年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律*」が施

行され、行政機関や事業者などに障害を理由とする差別を解消することを目的に、「不当

な差別的取扱いの禁止*」と「合理的配慮の提供*」などが求められています。 

市における障害者手帳所持者及び特定難病医療給付者は緩やかながら増加しており、

令和 5 年 4月 1 日現在で 6,483 人、人口に占める割合は 5.5％と なっています。特に精

神障害者保健福祉手帳所持者の増加は顕著であり、早期発見・早期療育・早期治療等が求

められています。 

市では、「第 3次鴻巣市障がい者計画、第 7期鴻巣市障がい福祉計画、第 3期鴻巣市障

がい児福祉計画」を策定し、障がいのある人も、ない人も、相互に人格と個性を尊重し支

え合い、地域で安心して生活することができるよう、共生社会の理念の普及を図るとと

もに、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい生活を送ることができるまちづくりを進め

ています。 

障がいのある人が自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、

障がいのある人の社会参加を制約している社会的障壁を取り払うため、障がいに対する

理解と啓発活動の推進を図ります。 

また、障がいのある児童生徒やその家族に対する相談・支援体制の充実を図り、一人ひ

とりの 

状況に応じた保育・教育環境の整備に努めます。 
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５ 同和問題（部落差別） 

   同和問題とは、日本の歴史的過程で形づくられた身分制度に由来するもので、今なお、 

様々な差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。 

昭和 44（1969）年に「同和対策事業特別措置法*」が制定されて以来、33年間にわたり、

同和地区の生活環境等の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、

啓発などに積極的に取り組んできました。その結果、生活環境等の改善をはじめとする

物的な基盤整備は概ね完了するなど、実態的差別の多くは解消されました 。 

教育・啓発による同和問題に対する正しい理解の深まりから着実に解消に向けて進ん

でいるものの、不合理な偏見による差別意識から、結婚や交際、就職、転居など心理的差

別事象が見られるなど、未だに人権課題として残されています。 

現在もなお、部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する

状況が変化していることを踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的に、「部落

差別の解消の推進に関する法律*」が平成 28（2016）年に施行されました。また、令和 4

（2022）年に「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例*」が施行され、部落差別の禁

止、県・県民・事業者の責務、教育及び啓発、相談体制の充実、部落差別の実態把握につ

いて規定されました。 

令和元(2019)年に 北足立郡市町同和対策推進協議会（旧北足立郡 14 市町）で実施し

た「人権意識調査」では、部落差別解消推進法を「知らない」と回答した人が 74.2 ％、 

結婚や就職時の身元調査を「当然のこと」「ある程度はしかたがない」と回答した人が 

59.1％、住宅や生活環境を選ぶ際に同和地区を「避ける」「どちらかといえば避ける」と

回答した人が 30.1 ％であることを踏まえ、同和問題に関する正しい認識を持てるよう、

人権教育・啓発を推進していく必要があります。また、身元調査、同和地区の土地建物調

査に関しては、戸籍等の不正取得を防止するための「事前登録型本人通知制度」の普及と

登録促進を継続的に行っていく必要があります。 

これまでの同和教育や啓発活動によって積み上げられてきた成果と課題を踏まえて、

引き続き同和問題を重要な人権課題の一つとして捉え、教育・啓発を中心に積極的に取

り組んでいくことが必要です。 同時に「えせ同和行為*」の排除に向けて、周知・啓発に

努めます。 

同和問題に関する正しい知識を身に付け、部落差別をなくしていくことのできる人間

を育成するために、同和問題を人権教育の重要課題として位置付け、学校、家庭、地域社

会の相互の連携を図り、効果的な啓発活動を推進します。 

インターネット上では、同和地区に対する差別や偏見を助長する書き込みが見られま

す。北足立郡市町同和対策推進協議会では、人権侵害情報の拡散防止のため、差別書き込

みのモニタリングを実施しており、継続して対応します。インターネット上に書き込ま

れた人権侵害情報の対応については、法務局と連携して適切に対処します。  
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６ 外国人 

   市の在留外国人は令和 5（2023）年 11月 1日現在 2,357人で、市の総人口の約 2％を

占めており、在留資格の多様化、多国籍化の傾向が見られます。国籍にとらわれず、そ

れぞれの文化的、宗教的背景などの立場を理解し、共存、共栄を図っていく「多文化共

生」の考え方が重要になっています。 平成 28（2016）年に、「本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律*」が施行されました。 

また、平成 31（2019）年に施行された改正入管法では日本の労働人材不足に対応する

ため、その担い手として外国人の受け入れについて整備されました。外国人住民を日本

人住民とともに地域を支えるパートナーと捉え、共に安心して暮らせる環境整備が必要

です。 

市では、地域を支える存在として、外国人住民の自立や社会参画を支援することが重

要であると考えています。そこで、国籍が異なっていても、それぞれがお互いの立場を理

解し合い、等しく必要な情報を得て安心し、暮らしやすさを実感できる地域づくりを進

めます。外国人住民を取り巻く問題は、生活の幅広い分野に関わっています。市民、自治

会、学校、企業などが連携し、地域全体の課題として取り組むよう推進します。 

また、 市民を対象に、関係機関と連携して多文化理解の促進を図り、多文化共生の地

域づくりについて啓発し、児童生徒に対して外国人の人権に関する教育を推進します。 

 

市内の外国人居住者数                     （単位：人） 

（各年１１月１日現在） 

 

 

 

 

 

  

 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 

外国人人口 1,237 1,318 1,413 1,542 1,702 

総人口 119,370 119,268 119,013 118,950 118,878 

割 合 1.04％ 1.11％ 1.19％ 1.30％ 1.43％ 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

外国人人口 1,791 1,803 1,835 2,004 2,357 

総人口 118,498 117,977 117,687 117,890 117,731 

割 合 1.51％ 1.53％ 1.56％ 1.70％ 2.00％ 
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７ 感染症等 

   エイズ*患者・ＨＩＶ感染者*に対する偏見は、正しい知識や理解の不足から、医療現場

における診療上のトラブルのほか、就職拒否や職場解雇等があり、十分に解消されてい

ない状況にあります。 

また、ハンセン病*は、誤った認識のもとで患者に対する差別が行われてきたことや偏

見の歴史を踏まえ、感染力が弱く治療法が確立していることなど、正しい知識の啓発を

行います。 

さらに、 新型コロナウイルス感染症などの新興感染症を含め、その他の感染症の患者

についても、患者等の人権に配慮した医療・福祉サービスの提供、感染症予防や啓発活動

を行っています。 

難病は発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であ

り、一日も早い原因究明と治療の確立とともに、患者の日常生活における相談支援の充

実が求められています。 

今後も患者やその家族等の人権に十分配慮し、関係機関との連携を図りながら、正し

い知識の教育・啓発を推進し、相談体制の充実に努めます。 

 

８ 犯罪被害者やその家族 

   犯罪被害者やその家族・遺族は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負うといった

直接的な被害に加え、心身の不調や経済的な問題など、様々な問題に直面します。さら

には犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、例えば、近隣住民など周辺の人々の言

動や報道機関（報道を業として行う個人を含む。）による過度な取材・報道により、名誉 

または生活の平穏を害されるといった「二次的被害*」を受ける場合があります。 

犯罪被害者等が受けた被害を回復し、または軽減し、再び平穏な生活を営むことがで

きるようにするためには、市民が犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害者等支援

の必要性について理解を深めることが重要です。 

市では、犯罪被害者支援総合的対応窓口の充実とともに関係団体との連携を図ります。 
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９ アイヌの人々 

   先住民族であるアイヌの人々は、アイヌ語やユカラ（アイヌの伝承による叙事詩で、

神々等の物語に旋律をつけて歌われるもの）をはじめとする口承文芸（口づての伝承に

よって、語り歌い継がれてきた文芸）など自然との関わりの中で、様々な固有の文化を

育んできました。 

しかしながら、アイヌ民族であることを理由として、アイヌの人々は結婚や就職など

で様々な差別を受け、経済的にも困難な状況に置かれてきました。また、独自の言語を話

せる人も極めて少数となり、アイヌ民族独自の文化が失われつつあります。 

このため、平成 9（1997）年、アイヌの人々の民族性を認め、アイヌ文化の振興を図る

ため「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法

律*（アイヌ文化振興法）」が施行されました。 

また、平成 19（2007）年の「先住民族権利に関する国連宣言*」をきっかけに、翌平成

20（2008）年に「アイヌ民族を先住民とすることを求める決議」が国会で採択され、アイ

ヌ民族が先住民族として国の内外で認められました。 

そして、令和元（2019）年に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための

施策の推進に関する法律*」が施行されました。アイヌ文化の振興等にとどまらず、多義

にわたる施策を総合的に推進し、アイヌに関する理解を深めることが必要です。 

アイヌの人々に対する偏見や差別を解消し、その固有の文化や伝統に対する正しい認

識と理解を深めるための啓発活動を、国や県などの関係機関と連携を図りながら推進し

ます。  
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10 インターネットによる人権侵害 

   パソコンやスマートフォン、タブレット端末などの普及により、いつでもどこでも簡

単にインターネットに接続できるようになり、情報の収集や発信、ネットを通じたコミ

ュニケーションは世代を超えて定着し、子どもから大人まで私たちの生活は飛躍的に変

化し、便利になりました。 

その一方で、誰でも匿名で、どのような情報でも簡単に発信できることから、プライバ

シーの侵害や名誉毀損等の人権侵害や他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現が

ＳＮＳ*などのソーシャルメディア*上に掲載されるなど、社会的な問題となっています。 

また、子どもや青少年がソーシャルメディア*を利用することによって、性被害や違法

薬物などの犯罪被害に遭うケースが増加しています。さらに、同和問題、外国人、ＬＧＢ

ＴＱ*などに関する差別的書き込みも深刻な問題となっています。 

このため、国では、平成 14（2002）年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律*（プロバイダ責任制限法）」、平成 20（2008）年

に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律*（青

少年インターネット環境整備法）」、 平成 26（2014）年に「私事性的画像記録の提供等に

よる被害の防止に関する法律*（リベンジポルノ防止法）」が制定されました。他人の権利

を侵害する情報については、「プロバイダ責任制限法」に基づき、プロバイダ等に対して

削除や書き込みをした発信者情報の開示を求めることができるなど、被害者救済制度の

拡充が図られていますが、まだ十分ではありません。 

一人ひとりが、インターネットが公共空間であることを認識し、情報の収集や発信に

おける責任や情報モラルを身に付けることが必要です。学校や社会においてインターネ

ットの利用上のルールやマナーなどについての教育・啓発を推進していく必要がありま

す。教員の指導力を高め、児童生徒に対する情報モラル教育を充実させるともに、保護者

に対する啓発を充実します。 

学校では、子どもを被害者にも加害者にもしないため、児童生徒に対して、インターネ

ット利用についてのルールやマナーを理解するための情報モラル教育*を充実させます。 

また、教職員や保護者に対しては、インターネット利用のルールやインターネットを

利用する際の危険性、有害情報から子どもたちを守るフィルタリングなどについて啓発

を行います。 

さらに、ＳＮＳ*や掲示板などのソーシャルメディア*を利用した「ネットいじめ問題」

の解決に向けて、法務局 や人権擁護委員*等の関係機関と連携した相談・支援事業を推進

します。 
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11 北朝鮮当局による拉致問題 

   平成 14（2002）年 9月に行われた日朝首脳会談において、北朝鮮（朝鮮民主主義人民

共和国）は拉致について国家的関与を認めて謝罪し、平成 16（2004）年までに政府が認

定した拉致被害者 17人のうち拉致被害者 5人と家族 8人の帰国が実現しました。 

平成 18（2006）年に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関す

る法律*」が施行されるなど、 日朝間の協議は断続的に行われてきましたが、平成 20（2008）

年の日朝実務者協議で、日本の制裁措置の一部解除を条件に、北朝鮮は拉致被害者の再

調査を約束しましたが、その後実行されないままとなっています。 

拉致問題は、国家主権に関わる問題であるとともに、重大な人権の侵害であることか

ら、解決に向けて国の断固たる対応が求められます。被害者家族の高齢化もあり、一刻も

早い解決が望まれ、広く拉致問題についての関心と認識を深めることが必要です。 

市では、北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、ホームページや庁内へのポスター掲

示を行い市民へ啓発しているほか、職員研修等で啓発ＤＶＤを上映するなど拉致問題を

風化させないよう取り組んでいます。 

今後も拉致問題に対する関心と認識を深めるための啓発活動を、国や県、関係団体等

との連携を図りながら推進します。 

 

12 災害時における人権への配慮 

   平成 23（2011）年 3月に発生した東日本大震災及びそれに伴う福島第一原子力発電所

の事故は、多くの人命を奪い、人々の暮らしを一変し、大きな苦しみを残しました。 

この災害では、根拠のない思い込みや偏見で、原発事故による避難者がホテルでの宿

泊を拒否されたり、児童生徒が避難先の学校でいじめられたりする人権侵害が起こりま

した。 

また、避難所においては、プライバシーが保護されないという問題のほかに高齢者、障

がいのある人、子ども、外国人などのいわゆる「要配慮者*」や女性などへの避難生活に

おける配慮が課題になりました。年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず、多様なニ

ーズを把握した視点が必要になります。 

その後も日本各地で地震や豪雨などの災害が発生しています。災害時においても、全

ての人の人権が適切に守られるよう、一人ひとりが人権への配慮について、関心と認識

を深めることが必要です。 

市では、「鴻巣市地域防災計画」に人権侵害等防止のため、積極的に広報・啓発等の措

置を講じることを定めており、要配慮者*が安全に避難できるよう努めています。 

平時から災害時における人権問題に対する関心と認識を深めるため、全戸配布の人権

啓発リーフレットへの掲載など、啓発活動を推進します。  
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13 性的指向*・性自認* 

   性的指向*とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念で、異性や同

性、両方の性に向かうなど様々な形があります。 

   また、性自認*（ジェンダー・アイデンティティ／性同一性）とは、自分の性をどのよ

うに認識しているのか、どのように自分の感覚としてもって生きているかを示す概念で、

男性・女性という認識をもって生きるだけでなく、どちらでもないなど、そのあり方は

多様です。 

恋愛感情を抱く相手が異性とは限らないなどの性的指向*の人や、生物学的な性や法的

な性が性自認*と異なる人などを示すＬＧＢＴＱ*という言葉は、これらの人々を総称する

言葉の一つとして認識され始めています。これらの性のあり方については個人の尊厳に

関わる問題にもかかわらず、周囲に十分に理解されず、差別的な言葉や雰囲気に苦しみ

を感じ、孤立感や自己否定感を感じている人がいます。生命の危機に関わる場合もある

ため、周りの理解と配慮が必要です。 

平成 27（2015）年、文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か

な対応の実施等について」の通知が出され、学校において性同一性障害や性的指向* ・性

自認*に係る児童生徒への配慮や相談体制の充実が求められています。 

また、全ての国民が性的指向*・性自認*の多様性に関する理解の増進に関する施策を推

進するため、令和 5（2023）年 6 月 23 日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティ

に関する国民の理解の増進に関する法律*（ＬＧＢＴ理解増進法）」が施行されました。 

県では、差別的取扱い等の禁止、県・県民・事業者の責務、性の多様性への合理的配慮、

啓発、人材の育成、相談体制の整備、財政上の措置について規定された「埼玉県性の多様

性を尊重した社会づくり条例*」が令和 4（2022）年に施行されました。 

市では、お互いの人権を尊重し、多様性が受け入れられる社会づくりを推進するため、 

各種書類の性別記載欄の見直しを進めるともに、令和 2（2020）年 12月に互いを人生の

パートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明する「鴻巣市パートナーシップ

宣誓制度」を導入し、「誰もが互いの人権を尊重し、自分らしく生きる社会」を目指して

います。その後、令和 3（2021）年 12 月に「鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシッ

プ宣誓制度」として拡充し、パートナーシップを宣誓する方に一緒に暮らしている未成

年の子がいる場合、家族として生活を共にすることを併せて宣誓できる制度としました。 

今後、さらに 市民・学校・企業等市全体に多様性に関する理解を高めるための啓発活

動に取り組みます。地域や家庭、学校や職場で、自分らしく暮らせる地域づくりを推進し

ます。特に児童生徒をとりまく環境に心を配り、一人ひとりに寄り添った教育と支援を

行います。 

また、性的マイノリティに関する悩み事相談の充実とともに、プライバシーに配慮し、

関連機関と連携して相談に対応します。 
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14 様々な人権問題 

   人権問題には、これまで挙げた問題以外にも、次のような問題が存在します。 

 

（１）刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人やその家族に対する地域社会からの偏見や就労の問題､住居の

確保など、社会復帰を目指す人たちにとって現実は極めて厳しい状況にあります。 

また、揶揄する目的で本人や自宅の撮影をすることや悪意のある噂を流布するなどプ

ライバシー侵害が発生しています。 

（２）ホームレスの人権 

野宿生活者その他安定した居住の場所を有しない者、いわゆるホームレスは、就業の

機会や住居の確保が難しく、偏見や差別ばかりでなく暴行を受けるなどの問題が生じて

います。 

（３）ハラスメント 

ハラスメントは、「嫌がらせ、いじめ」などを意味し、職場など様々な場面において、

相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷付ける言動が問題となっています。職場で

ハラスメントが起きた場合、労働者の働く意欲の低下や、心身の不調、あるいは能力発揮

の阻害、ひいては職場環境の悪化など、大きな問題を引き起こします。 

（４）ケアラー*・ヤングケアラー* 

高齢者人口の増加などにより、介護を担うケアラー*が増加し、誰もがその立場になる

時代が到来したといえます。ケアラー*がケアするのは、高齢者だけでなく、障がいのあ

る人や難病患者の人、医療的ケアを必要とする子どもなど、状況は様々です。自身の親や

配偶者等の介護、子どもやきょうだいの世話・家事などを担うケアラー*には大きな負担

がかかっている現状があります。 

また、ヤングケアラー*と言われる 18 歳未満の若い世代が介護等に従事することによ

り、自身の生活、勉強や進路などに支障が出ているケースも見受けられます。 

（５）依存症に関する人権問題 

アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル等依存症などの依存症について、病気とし

ての正しい理解が進まないことにより、社会の依存症への誤解や偏見が治療や回復の妨

げとなっています。 

（６）ひきこもり*に関する人権問題 

ひきこもり*の状態にある人やその家族は、それぞれ異なる経緯や事情を抱えています。

生きづらさや孤独感など個々の思いに寄り添った支援がないと社会とのつながりを回復

させることは難しくなります。 
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（７）その他 

非正規雇用等による生活困窮者問題や性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引な

どの人権問題があります。 

 

これらの人権問題は、人権尊重の視点から適切な教育・啓発活動を推進します。 

また、これら以外にも今後の社会情勢の変化に伴って新たな人権問題が生じる可能性

があり、それぞれの人権問題に対しての認識を深めるとともに、国や県の動向を把握し、

関係機関と連携しながら柔軟に対応していきます。
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第５章 推進体制 
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１ 庁内の推進体制 

（１）人権推進担当課 

   市として 人権施策を総合的・計画的に推進するにあたり、人権推進担当課はその要と

しての役割を担い、分野別の人権施策についても総合的に調整する機能を有することが

必要になります。 

具体的には、 

①人権侵害救済や啓発に関する法律等、法務省人権擁護機関の法制度に基づいた施策の

推進、諸事業の推進及び県・近隣市町との連携 

②人権課題に取り組む市民の代表による「人権施策推進協議会」の運営と人権施策推進

の基本計画策定と推進 

③地域のＮＰＯ*等人権団体・グループのネットワーク化の促進 

④庁内の横断的推進組織である人権啓発推進員の活用及び人権施策の企画立案 

⑤人権施策を効果的に推進する上での諸課題の取組推進 

・新たな人権課題や啓発手法の調査研究 

・人権教育啓発 のリーダ養成と活用  

・人権相談、支援体制の有機的ネットワーク構築 

・人権の視点から行政を見直すマニュアル作成 

以上のような人権全般に関する統括的な権限を持つセクションとして、その機能を充

実するよう努めます。 

（２）人権啓発推進員 

人権問題の早期解決を目指し、円滑な連絡調整のもとに適切な事務事業の執行を目的

として、人権啓発推進員を各課より 1名を平成 19（2007）年より毎年定めています。  
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２ 審議会・協議会 

（１）人権施策推進審議会 

   昭和 48（1973）年に設置した「鴻巣市同和対策審議会」を平成 17（2005）年に「鴻巣

市人権施策推進審議会」に改めました。 

   審議会は、人権教育及び人権啓発に係る基本計画の作成及び推進その他人権施策の推

進に関して審議するために設置され、人権問題の解決と人権が尊重されるまちづくりの

実現に大きな役割を果たしています。 

   今後も、引き続き同和問題や人権問題の解決に向けた市の附属機関として位置付けま

す。 

（２）人権教育推進協議会 

   昭和 48（1973）年に設置した「鴻巣市同和教育推進協議会」を平成 15（2003）年に「鴻

巣市人権教育推進協議会」に改めました。 

   協議会は、人権教育・啓発に関する施策について調査審議するために設置され、人権

教育・啓発の推進に大きな役割を果たしています。 

   同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決には、人権教育・啓発が不可欠である

ことから、引き続き同和問題や人権問題の解決に向けた市の附属機関として位置付けま

す。 

３ 県、近隣自治体、民間団体等との連携 

   人権問題は行政区域を超えて発生する場合があり、 広域的な対応が求められる場合は、

県・近隣自治体と協力し、今後、広域的な連携体制を強化する必要があります。そのた

めにも国や県に対して制度や財政面での適切な支援を求めることも重要です。 

また、一人ひとりの人権が尊重された地域社会の実現に向けて、総合的な人権施策を

推進するためには、行政の取組だけではなく民間での取組が一層重要となることから、

行政と民間団体・市民グループとの十分な連携体制を構築するよう努めます。
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鴻巣市人権施策推進審議会条例 

平成17年９月22日条例第49号 

改正 

平成21年３月13日条例第１号 

平成25年３月28日条例第17号 

平成27年３月27日条例第１号 

平成31年３月28日条例第１号 

鴻巣市人権施策推進審議会条例 

（設置） 

第１条 人権問題の解決と人権が尊重されるまちづくりの実現を目指すため、鴻巣市人権施

策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、答申する。 

(１) 人権教育及び人権啓発に係る基本計画の作成及び推進に関すること。 

(２) その他人権施策の推進に関すること。 

２ 審議会は、人権施策推進に関する事項について、市長に建議することができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 人権擁護委員 

(２) 民生委員 

(３) 関係団体・機関の代表者 

(４) 識見を有する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長を１人置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（部会） 

第７条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、審議会委員の中から会長が指名する。 

３ 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 第５条の規定は部会長及び副部会長の職務について、前条の規定は部会の会議について

準用する。 

５ 部会長は、必要があると認めるときには、部会の委員以外の関係者を部会の会議に出席

させることができる。 

６ 部会長は、会議が終了したときに、その経過及び結果を整理し、会長に報告するものと

する。 

（庶務） 

第８条 審議会及び部会の庶務は、総務部やさしさ支援課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

（鴻巣市同和対策審議会条例の廃止） 

２ 鴻巣市同和対策審議会条例（昭和48年鴻巣市条例第30号）は、廃止する。 

附 則（平成21年条例第１号） 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第17号） 
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この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日条例第１号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月28日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。



資料編 

33 

 

鴻巣市人権施策推進審議会委員名簿 

（任期：令和５年１２月１日～令和７年１１月３０日） 

氏  名 所  属 備  考 
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人権尊重都市宣言 
 

私たちを取り巻く社会に、今なお根強く潜在する不合理な差別意識や偏見による同

和問題、障害者問題、女性問題、外国人問題など、あらゆる差別をなくし、平和で明

るい心安らかな鴻巣市を築くために、市民一人ひとりが人権尊重の自覚を持ち、正し

い認識、正しい理解をもって行動ができるよう、ここに鴻巣市を「人権尊重都市」と

することを宣言します。 

１ 相手の心情を思いやる気持ちを忘れず、相手の立場になって考えながら、人の心

の痛みを知るよう努力しましょう。 

２ 家柄、血筋、生い立ち、性別、民族、国籍などの背景にとらわれず、人権の尊さ

を大切にし、お互いに交流を深めましょう。 

３ 基本的人権を尊重し、親切で思いやりのある心豊かな地域社会の建設に努力しま

しょう。 

 

平成７年２月１日 鴻巣市 
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日本国憲法（抜粋） 

 

昭和２１年１１月３日公布 

昭和２２年 ５ 月３日施行 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子

孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確

保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここ

に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な

信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使

し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる

原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する

のであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し

ようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の

国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認す

る。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ

つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持

し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓

ふ。 

第３章 国民の権利及び義務 

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第１２条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共

の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
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第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必

要とする。 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ

を有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

第１８条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その意に反する苦役に服させられない。 

第１９条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第２０条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特

権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

第２１条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第２２条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

第２３条 学問の自由は、これを保障する。 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本

として、相互の協力により、維持されなければならない。 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければ

ならない。 

第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない。 
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第２６条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を

受ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

第２７条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

３ 児童は、これを酷使してはならない。 

第１０章 最高法規 

第９７条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

 

平成１２年１２月６日 

法 律 第 １ ４ ７ 号 

(目的) 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外

の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資す

ることを目的とする。 

(定義) 

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

いい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理

解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。 

(基本理念) 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深

め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の

自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

(国の責務) 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)

にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(国民の責務) 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に

寄与するよう努めなければならない。 



資料編 

39 

 

(基本計画の策定) 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

(年次報告) 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 

(財政上の措置) 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施

策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

附 則 

(施行期日) 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施行の

日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用す

る。 

(見直し) 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成８年

法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関

する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも

踏まえ、見直しを行うものとする。
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用語解説（５０音順） 
 

あ行 

 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律＜P19＞ 

  アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重さ

れる社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に資することを目的に、平成 30（2018）年に成立。 

 

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律＜P19＞ 

  アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律。平

成 9 年に成立した。アイヌの文化及び伝統を国民に対して知識の普及、啓発させることに

より、アイヌの民族としての誇りを持ち、尊重される社会の実現を目指すもの。アイヌ文

化振興法。 

 

エイズ（ＡＩＤＳ）＜P18＞ 

  後天性免疫不全症候群（Acquired Immune Deficiency Syndrome）。ＨＩＶ（ヒト免疫不

全ウイルス）に感染し、免疫機能が破壊されることによって抵抗力が低下し、健康な人で

はかからないような病気を引き起こしている状態のこと。指標となる２３の疾患（カポジ

肉腫、ニューモシスチス（カリニ）肺炎等）を発症している点でＨＩＶ感染とは異なる。 

 

ＨＩＶ感染者＜P18＞ 

  ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）に感染した人。主に性行為や

血液により感染し、数年から十数年間という長い潜伏期間を経過した後、徐々に人の免疫

機能を破壊する。ＨＩＶに感染しても、早期に治療を開始することにより、エイズの発症

を遅らせたり、症状を緩和させたりすることが可能になってきている。 

 

ＳＤＧｓ＜P2＞ 

平成 27（2015）年 9月の国連サミットで「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」として

採択された。これは、「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標」のことで、17

のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人取り残さない社会の実現を目指して

いる。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むべき目標として、日本も積極的に

取り組んでいる。 

 
ＳＮＳ＜P8、P9、P20＞ 

  ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録した利用者同士が交流できるインターネ

ットサービス。Ｘ（旧ツイッター）やフェイスブック、インスタグラム、LINEなどが知られて

いる。 

 

えせ同和行為＜P16＞ 

  同和問題を口実にして、企業・個人や行政機関などに対して行われる不法・不当な行為

や要求。 

 
ＮＰＯ＜P8、P26＞ 

  民間非営利組織。営利を目的としない民間団体の総称。平成 10（1998）年には、任意団体に

法人格を与え、NPO の活動を側面から支援することを目的とした特定非営利活動促進法（ NPO 

法）が施行されている。 
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ＬＧＢＴＱ＜P9、P20、P22＞ 

  レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、ト

ランスジェンダー（出生時に割り当てられた性別と自認する性別が異なる人）、クエスチョ

ニング（性のあり方を決めていない、決められない等の人）など、性的マイノリティを表

す総称の一つ。 

 

 

か行 
 

ケアラー＜P23＞ 

  高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身

近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行っている人。 

 

鴻巣市人権尊重都市宣言＜P2、P4＞ 

  あらゆる差別をなくし、平和で明るい心安らかな鴻巣市を築くために、鴻巣市を「人権

尊重都市」とする宣言。平成 7（1995）年 2月 1日に宣言した。P34全文記載。 

 

合理的配慮の提供＜P15＞ 

  障がいのある人が、障がいのない人と同じように行動したりサービスの提供を受けたり

することができるよう、周りの人が過度の負担にならない範囲で、それぞれの違いに応じ

た対応をすること。（障害者差別解消法） 

 

国際人権規約＜P3＞ 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）と市民的及び政治的権

利に関する国際規約（自由権規約）の２つの条約のこと。世界人権宣言の内容を具体的に

法的拘束力を持つ条約として昭和 41（1966）年に国連総会で採択された。わが国では 2 つ

の規約を昭和 54（1979）年 6月に締結している。 

 

国際連合憲章＜P2＞ 

  国際連合の設立根拠となる条約であり、昭和 20（1945）年 6月のサンフランシスコ会議

で採択され、同年の 10 月 24 日に発行された。目的・原則・組織・機能などの基本的な事

項を定めている。 

 

 

さ行 
 

埼玉県人権施策推進指針＜P2、P5＞ 

  平成 14（2002）年 3 月に埼玉県が策定した指針で、人権施策を総合的かつ効果的に推進

するため、人権課題や施策展開の方向などの基本的な考え方を示した指針。 平成 24（2012）

年、令和 4（2022）年に改訂されている。 

 

埼玉県人権政策推進会議＜P2＞ 

  県政のあらゆる分野で人権尊重の視点 に立った施策を総合的かつ効果的に推進するた

め、知事を議長、部局長を構成員として平成 13（2001）年 4月 1日に設置したもの。 

 

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例＜P2、P22＞ 

  全ての人の人権が尊重される社会を目指し、性の多様性を尊重した社会づくりの基本理

念を定め、県、県民、事業者の責務を明らかにした。性の多様性に対する差別的取扱いの
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禁止や配慮を規定。令和 4（2022）年施行。 

 

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例＜P2、P16＞ 

  部落差別のない社会を実現するため、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県

民、事業者の責務を明らかにした。部落差別の禁止を規定。令和 4（2022）年施行。 

 

さいたま人権啓発活動地域ネットワーク協議会＜P8＞ 

さいたま地方法務局直轄管内の人権啓発活動に関わる、 上尾市・川口市・戸田市・蕨市・

朝霞市・志木市・新座市・和光市 ・鴻巣市・北本市・桶川市・蓮田市・伊奈町 で構 成さ

れている協議会で、地域に密着し、管内の人権活動を総合的にかつ効果的に推進している。 

 

私事性的画像記録の提供などによる被害の防止に関する法律＜P20＞ 

  性的な画像等をその撮影対象者の同意なくインターネットの掲示板等に公表する行為に

より、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が発生している実情に鑑み、個人の名誉及

び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的とした法律で、

平成 26（2014）年に制定。リベンジポルノ防止法。 

 

児童虐待＜P13＞ 

  保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者）がその監

護する児童（18歳に満たない者）について行う身体的虐待、性的虐待、保護の怠慢・拒否

（ネグレクト）、心理的虐待のこと。 

 

児童の権利に関する条約＜P13＞ 

  平成元（1989）年 11月に国連総会で採択された。子どもの人権や自由を尊重し、子ども 

に対する保護と援助を進めることを目指した条約。我が国は、平成 6（1994）年 4月批准。

（この条約は、18 歳未満のすべての子どもに適用される。） 

 

障害者基本法＜P15＞ 

  全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない

個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す

るため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定めた法律。

昭和 45（1970）年成立。 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律＜P2、P15＞ 

  障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保

障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的

な事項を定めた法律。平成 28（2016）年施行。障害者差別解消法。 

 

情報モラル教育＜P20＞ 

  パソコンやインターネットなどを正しく活用するための基となる態度や考え方を育てる

教育のこと。 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律＜P12＞ 

  仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存分に発揮できる社会の実

現を目指して平成 28（2016）年 4 月 1 日に 10 年間の時限立法として施行。常時雇用する

労働者が 101人以上の事業主に対して、「自社の女性の活躍状況を把握し、改善点や課題を

分析する」「数値目標を設定し、行動計画を策定・公表する」「自社の女性の活躍状況（採用
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比率・管理職比率等）を公表」するなどを義務化している。女性活躍推進法。 

 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律＜P2、P5、P7、P8＞ 

人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的に平

成 12（2000）年に制定された法律。人権教育・啓発推進法。 

 

人権擁護委員＜P9＞ 
  人権擁護委員法に基づいて各市町村に置かれ、国民の基本的人権が侵犯されることのないよ

うに監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採

るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命とする。市町村の推薦により法

務大臣が委嘱。人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法第16条第2項により各都道府県に設置さ

れる組織。 

 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律＜P20＞ 

  子供たちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として、

インターネット関係事業者に義務などを課すとともに、保護者やインターネットの利用者

みんなで、子供たちを有害情報から守る取組を求める法律で、２００８（平成２０）年に

制定。青少年インターネット環境整備法。 

 

性自認＜P22＞ 

  自己の性をどのように認識しているのかを示す概念。ジェンダー・アイデンティティ（性

同一性）ともいう。多くの人は、性自認と生物学的な性別や法的な性別が一致している。

しかし、生物学的な性別や法的な性別に違和感をもつ人は、そのために心理的・社会的困

難に直面しやすく、身体の手術を通じて性別の適合を望んだり法的な性別を変更すること

もある。 

 

性的指向＜P22＞ 

  人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念。具体的には、恋愛・性愛の対

象が異性に向かう異性愛（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモセクシュアル）、

男女両方に向かう両性愛（バイセクシュアル）を指す。 

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティに関する国民の理解の増進に関する法律＜P22＞ 

  ＬＧＢＴＱの方など性的少数者への理解増進のため、国に基本計画の策定を義務付けた

法律。基本理念として「性的指向やジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差

別はあってはならない」と明記。令和 5（2023）年 6 月 23 日施行。ＬＧＢＴ理解増進法。 

 

世界人権宣言＜P2＞ 

  世界人権宣言とは、第二次世界大戦後の昭和 23（1948）年に年に国連総会で採択された

「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を示した文書。人類の歴史上、

初めて人権の保障について広く扱った国際的な文書。この宣言は国連で作成された人権に

関する条例や国連総会が採択した様々な決議に大きな影響を与えた。 

 

セクシュアル・ハラスメント＜P12＞ 

  相手の意に反した性的な性質の言動で、身体に対する不必要な接触、性的関係の強要、

性的うわさの流布、衆目へふれる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態様のもの

が含まれる。 
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先住民族の権利に関する国連宣言＜P19＞ 

  平成 19（2007）年 9月に国連総会において採択された。先住民族に対する差別を禁止し、

彼らを心配させるすべての問題への参加を促進し、権利を明確に保持し、経済・社会的開

発の継続を促進するというもの。 

 

ソーシャルメディア＜P20＞ 

  ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、動画共有サイトなど、利用者が

情報を発信し、形成していくメディア。 

 

 

た行 
 

デートＤＶ＜P12＞ 

  ＤＶのうち、恋人間で起こる暴力。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）＜P12＞ 

  Domestic Violenceの略で、一般的に配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）もの

から振るわれる暴力をさす。 

 

同和対策事業特別措置法＜P2、P16＞ 

  同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人

権擁護活動の強化など、必要な措置を総合的に実施することを目的として、昭和 44（1969）

年に制定された 10年間の限時法（後に、法期限を 3年間延長）。国は、33年間に本法も含

めて 3度にわたり特別措置法を制定した。 

 

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律＜P20＞ 

  インターネット上での誹謗中傷などの権利侵害が発生した場合に関して、ルールや手続

きを定めた法律。侵害情報の流通や削除に関してプロバイダ等が負う損害賠償責任の範囲

や、被害者が発信者（加害者）を特定するための手続き等が定められた。平成 14（2002）

施行。プロバイダ責任制限法。 

 

 

な行 
 

二次的被害＜P18＞ 

  犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗(ひぼう)中傷、報道機関（報道を

業として行う個人を含む。）による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦

痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。 

 

認定こども園＜P13＞ 

  ①幼児教育②保育③地域子育て支援を一体的に提供する施設。幼稚園と保育所の両方の

機能を併せ持つため、親が働いている、いないにかかわらず利用できる。 

 

 

は行 
 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律＜P12＞ 

  配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することで、配偶
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者からの暴力の防止及び被害者の保護を目的とした法律。平成 14（2002）施行。ＤＶ防止

法。 

 

ハンセン病＜P18＞ 

  らい菌による感染症で、感染力や発病力がとても弱く、日常生活で感染する可能性はほ

とんどない。今日では治療法が確立されている。 

 

ひきこもり＜P23＞ 

様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭

外での交遊など）を回避し、原則的には 6 か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けて

いる状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す。 

 

不当な差別的取扱いの禁止＜P15＞ 

  行政機関や民間事業者などが、障がいのある人に対し、正当な理由なく障害を理由とし

てサービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を

付するなどを禁止。（障害者差別解消法） 

 
部落差別の解消の推進に関する法律＜P2、P16＞ 

現在もなお、部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状

況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的として、

平成 28（2016）年に制定された法律。部落差別解消推進法。 

 
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律＜P2、P17＞ 

  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組について、基本理念を定め、

及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的

に平成 28（2016）年に制定された法律。ヘイトスピーチ解消法。 
 

 

ま行 
 

マタニティ・ハラスメント＜P12＞ 

  女性に対する妊娠・出産・育児に関するハラスメント。 

 

 

や行 
 

ヤングケアラー＜P13＞ 

  ケアラーの中でも、18歳未満の人をいう。 

 

要配慮者＜P21＞ 

  高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人など、災害時の避難行動や情報伝

達、避難生活等に特に配慮が必要な人々。 

 

要保護児童対策地域協議会＜P13＞ 

  虐待を受けた子どもを始めとする要保護児童に関する情報交換や支援を行うために、協

議を行う場として平成 16（2004）年の児童福祉法改正により設置努力義務が法的に位置づ

けられたもの。要保護児童等の早期発見、関係機関との情報共有、迅速な支援の開始など

を目的とする。 
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ら行 
 

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律＜P21＞ 

  北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに

国際社会と連携しつつ、実態の解明、その抑止を図ることを目的とした法律。国及び地方

公共団体に国民世論の啓発を図る責務があることを定めている。平成 18（2006）年施行。 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市人権施策推進指針 

令和６（２０２４）年 月 

                                       

 

鴻巣市総務部やさしさ支援課 

〒３６５－８６０１ 鴻巣市中央１番１号 

電話０４８－５４１－９０１８（直通） 


